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定期監査結果報告書 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく、定期監査を実施したので、同条第９項

の規定により結果を報告する。 

 

１ 監査の対象 

  総務企画課、住民課、福祉課、保健衛生課、建設課、地域経営課、上下水道課、 

  会計課、教育委員会教育課、議会事務局 

   

２ 監査の期間 

  平成３１年２月５日（火）～７日（木） 

 

３ 実施した監査手続き等 

  監査は、平成３０年４月１日から平成３０年１２月３１日までの各課等の予算の執

行、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について実施した。 

  各課等から監査資料の提出を求め、関係書類に基づいて実施した。また、監査の過

程において追加資料及び質問により内容確認を行った。 

  備品の管理及びつり銭等の現金の管理については実査により確認した。 

 

４ 監査の結果 

  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は総体としては、適正に執行さ

れているものと認められる。 

 


